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１．まちなか再生を効果的に進めるための提案
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◇まちなか再生事業に関し、下記の事項についてご提案下さい。

①まちなか再生を進める上で、地域にとっての効果を最大限に引き出すための工夫として、どのような方法が考えられるか。
②まちなか再生において、まちづくりの担い手の確保や人材育成に資するような取組みとするために、どのような方法が考えられるか。
２．まちなか再生事業の円滑な推進に係る提案
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◇まちなか再生事業の円滑な推進を図るため、進捗管理や情報共有等に係るポイントと具体的な方法に関し、下記事項についてご提案下さい。

①本業務の作業項目及びおおまかな作業スケジュール。

②まちなか再生事業を円滑に推進するうえでのポイントと、進捗管理や情報共有等の具体的な方法及びその際の貴社の役割について。

３．アドバイザー会議※を円滑かつ効果的に運営するための提案
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◇会議を、円滑かつ効果的に運営する工夫に関し、下記事項についてご提案下さい。

会議において、委員と住民、関係する団体、地元企業関係者、金融関係者、自治体職員等が、まちなか再生事業全体を議題としつつ、双方向で意見交換を行うことができるようにするために、どのような手法が考えられるか。
また、限られた時間の中で、会議において円滑な議論を実施し、かつまちなか再生事業の遂行にとって有効な意見交換を引き出すための工夫として、どのようなことが考えられるか。また、その際の貴社の役割についてご提案下さい。

会議において委員から出された意見を、まちなか再生事業の方向性に効果的に反映させるために、どのような工夫が考えられるか。
また、その際の貴社の役割についてご提案下さい。
４．過年度採択案件についてのフォローアップを実施するための提案
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◇過年度採択案件の補助事業の効果や継続性を確認するために、各補助対象市町村の対応状況やまちなかの変化状況をどの様に確認していくか等に関し、下記事項についてご提案下さい。

①補助事業終了以後の取組み状況や課題、課題への対応状況などの情報を、どのように確認し、報告するかについて、その考え方や具体的な方法。
②フォローアップで確認した情報を、今後のまちなか再生事業にどの様に反映していくのか。
５．業務推進体制

◇本業務の推進体制及び本業務に従事する担当者の専門性、業務実績等をご提示下さい。
また、財団との連絡調整方法を具体的にご提案下さい。
６．その他

◇本業務の実施にあたり、上記のほかに特にアピールできる点があれば提示下さい。
　特に、今後のまちなか再生事業の進め方等について、新たなアイデアがあればご提案下さい。
まちなか再生を実現し、継続的な事業として展開する上で、最も重要なことの一つとして、まちなか再生を主体的に進める担い手の確保・育成が挙げられます。まちなか再生がなかなか進展しない地域の多くは、担い手の不在もしくは担い手の高齢化、特定の人物に事業が集中することによる事業の硬直化、行政まかせといった問題を抱えています。


具体的・実務的ノウハウを有するまちなか再生専門家が地域の現場に入り、住民、関係する団体、地元企業関係者、金融関係者、自治体職員等とともにまちなか再生に取組むことで、外部の立場からの視点を事業に反映するとともに、継続的なまちなか再生及び人材育成に資する活動を行うこととしています。





まちなか再生事業では、補助対象となる取組みの開始前や現地会議の前に補助対象市町村等及びまちなか再生プロデューサーとの打ち合わせを実施するほか、実施計画書の提出や中間報告を受けること等により、取組み内容やスケジュール、進捗状況等を把握し、事業が円滑に進むよう補助対象市町村に対するサポートをしています。


また、適宜財団と補助対象市町村等との打ち合わせを実施し、意思疎通を図ることで、必要な情報を共有し、的確な業務の遂行を図っています。





まちなか再生事業では、「現地会議」、「実績報告会」等のアドバイザー会議（以下、「会議」）の開催を予定しています。


特に「現地会議」では、各補助対象市町村等が実施するまちなか再生事業について、主要なテーマ及び事業全般を議題としてアドバイザー会議委員（以下、「委員」）からの様々な助言やアドバイスが行われます。そこでは、委員と住民、関係する団体、地元企業関係者、金融関係者、自治体職員等が双方向で意見交換を行うことにより、委員の持つ知識やノウハウを十二分に引き出せるような会議運営が求められます。


会議を効率的に運営し、かつ闊達な意見交換を実現することが望まれます。





まちなか再生事業では、採択事業の継続性を確認することとしています。過年度採択案件の補助事業終了以後における課題に対する補助対象市町村等の対応状況について、財団が必要と認めた頻度・期間で確認し財団に報告を行います。








※ まちなか再生アドバイザー会議委員の協力を得て開催する会議であり、補助市町村等で各1回程度開催する「現地会議」、東京で開催する「実績報告会」、採択時に東京で開催する「採択意見審議会」等を含む。
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